
等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとの職員の数 

（令和６年４月１日現在） 

 

行政職給料表（一） 

等

級 

等級別基準職務表に

規定する基準となる

職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

（人） （％） 職 名 （人） （人） （％） 段 階 

１

級 

・ 主事補又は技師

補の職務 

・ 定例的な業務を

行う主事又は技師

の職務 

2 16.7 

主事補 0 

3 25.0 係員級 

技師補 0 

主事 2 

技師 0 

２

級 

・ 主事又は技師の

職務 
0 0.0 

主事 0 

技師 0 

３

級 

・ 主任の職務 

・ 主査の職務 
1 8.3 主任 1 

４

級 

・ 係長の職務 

・ 主査の職務 
4 33.3 

主査 4 
4 33.3 係長級 

係長 0 

５

級 

・ 課長補佐の職務 

・ 主幹の職務 
3 25.0 

主幹 1 
3 25.0 

課長補佐

級 課長補佐 2 

６

級 
・ 課長の職務 1 8.3 課長 1 1 8.3 課長級 

７

級 
・ 事務局長の職務 1 8.3 事務局長 1 1 8.3 部長級 

合 計 12 100.0 

（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数（再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員を含まない。）である。 

   ２ 級や職制上の段階ごとに端数の調整を行っているため，集計が 100％

とならない場合等があります。 


